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① 事前相談  

↓  

②「交付申請書」の提出 
・正副２部提出 ※副本はコピー可。 

・添付書類：申請書に記載の通り。 

↓  

③「交付決定通知書」の交付 市より申請者へ交付します。 

↓  

④契約、計画着手 

※事前契約、着手の場合は補助金が出ません。 

※補強後の評点が1.0以上あることを確認するこ

と。 

↓  

⑤「耐震補強計画確認依頼書」の提出 正副２部提出 ※副本はコピー可。 

↓  

⑥「耐震補強計画確認結果通知書」の交付 市より申請者へ交付します。 

↓  

⑦耐震補強工事着手 

補助金の額及び施工箇所、施工方法、補強計画に

変更がある場合は「事業計画変更等承認申請書」

を提出していただき、審査後に市より「変更承認

通知書」を交付します。 

↓  

⑧中間検査 
補強計画に基づき適正に金物や筋交い等が取付

されているか現地にて担当職員が確認します。 

↓  

⑨工事完了後、「完了実績報告書」の提出 
・正副２部提出 ※副本はコピー可。 
・添付書類：申請書に記載の通り。 

↓  

⑩完了検査 
現地にて担当職員が補強計画と完了報告書の内

容と相違がないか確認します。 

↓  

⑪「交付確定通知書」の交付 市より申請者へ交付します。 

↓  

⑫ 補助金支払請求書の提出 
交付確定通知書の交付後、速やかに提出するこ

と。※最終期限を２月上旬とします。 

↓  

⑬ 補助金の支払い  

 

木造住宅耐震改修助成事業 

補助申請の流れについて 


